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別表１ 資格審査に係る提出書類 

 

(全事業者共通)                （○：必要 △：該当する場合のみ提出 ×：不要） 

書
類
番
号 

市
内
企
業 

準
市
内
企
業 

市
外
企
業 

提 出 書 類 注 意 事 項 

- ○ ○ ○ 
入札参加資格審査申請における提出

書類一覧表 

・以下の提出資料の一番上は、この一覧表としてく

ださい。 

１ ○ ○ ○ 

① 申請する業種の全てについて、本

社・本店が建設工事の請負に係る見

積り・入札・契約締結を行う場合 

・建設工事入札参加資格審査申請書 

・申請業種等調書 

 

② 申請する業種の全部又は一部につ

いて、建設工事の請負に係る見積り・

入札・契約締結を営業所に委任する場

合 

・建設工事入札参加資格審査申請書 

・申請営業所調書 

・申請業種等調書 

・申請は６業種までです。 

・電子申請をしなければならない者は、電子申

請をしてください。また、この場合であっても、

かがわ電子入札システムから申請したものをプ

リントアウトして必ず提出してください。 

２ ○ ○ ○ 

建設業許可証明書（写し可）又は建設

業者・宅建業者等企業情報検索システ

ムの建設業者の詳細情報（業者概要）

（ＰＤＦファイル）をプリントアウト

したもの 

・建設業許可証明書（写し可）の提出の場合に

おいて、許可の有効期間を経過し、申請日にお

いて、許可更新中である者は、受付印のある建

設業許可申請書の写しを提出してください。 

・建設業者・宅建業者等企業情報検索システム

からプリントアウトを行う場合は、建設業者の

詳細情報（業者概要のうち、許可年月日が異な

るものがある場合は最も古いもの）のＰＤＦフ

ァイルのものに限ります。 

 

※いずれも令和４年９月１日以降に発行又はプ

リントアウトされたものに限ります。 

３ △ △ △ 

①建設業許可申請書の写し 

②建設業許可申請書別紙二（営業所一

覧表）の写し 

③建設業法施行令第３条に規定する

使用人の一覧表（様式第１１号）の

写し 

④専任技術者証明書（様式第８号）の

写し 

・許可行政庁等の受付印のあるもの。 

・本店以外に営業所がない場合には、①～③の

提出は不要。 

・営業所がある場合（受任先がない場合を含む。）

は、①及び②の提出が必要。 

・受任先がある場合は、①～③の提出が必要。 

・④は解体工事業を申請する場合のみ提出が必

要。 

 

※建設業許可申請時以降に②又は③の情報が変

更されている場合は、変更届出書の該当箇所の

写しも提出してください。 
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書
類
番
号 

市
内
企
業 

準
市
内
企
業 

市
外
企
業 

提 出 書 類 注 意 事 項 

４ △ △ △ 社会保険への加入が確認できる書類 

 

・１０で求める経営規模等評価結果通知書・総

合評定値通知書の写しにおいて、「健康保険加入

の有無」及び「厚生年金保険加入の有無」欄が

「無」になっている事業者の方は、健康保険及

び厚生年金保険に加入していることが確認でき

る書類を提出してください。 

 

※「健康保険加入の有無」及び「厚生年金保険

加入の有無」欄が「有」又は「除外」になって

いる事業者の方は、提出不要です。 

 

５ △ △ △ 雇用保険への加入が確認できる書類 

 

・１０で求める経営規模等評価結果通知書・総

合評定値通知書の写しにおいて、「雇用保険加入

の有無」欄が「無」になっている事業者の方は、

雇用保険に加入していることが確認できる書類

を提出してください。 

 

※「雇用保険加入の有無」欄が「有」又は「除

外」になっている事業者の方は、提出不要です。 

 

６ △ △ △ 委任状 

 

 

・電子申請できない者が、建設業の許可を受け

ている営業所に次の事項を委任する場合に提出

してください（電子申請により委任する旨を明

らかにした場合は不要）。 

 

１ 委任事項 

（１）見積及び入札に関する一切の事項 

（２）契約の締結、変更及び解除に関する一切の

権限 

（３）代金の請求及び受領に関する一切の権限 

（４）契約保証に関する一切の権限 

（５）その他契約に関する一切の権限 

（６）前各号に関する復代理人の選任に関する一

切の権限 

２ 委任期間 

本審査申請に係る入札参加資格者名簿の有効期

間中 
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書
類
番
号 

市
内
企
業 

準
市
内
企
業 

市
外
企
業 

提 出 書 類 注 意 事 項 

７ ○ ○ △ 
高松市税（全税目）についての滞納無

証明書（写し可） 

 

 

 

・この証明書の交付に係るお問合せ先 

財政局納税課検収証明係・市役所２階１６番窓

口（TEL087-839-2222） 

 

※契約受任先が高松市外であっても、高松市内

に事務所・事業所（店舗等を含む。）を有する場

合は提出が必要です。 

※審査基準日(令和４年１１月１日)以後申請日

までの間に発行されたものに限ります。 

 

 

 

８ ○ ○ ○ 

①法人の場合 

 法人税と消費税及び地方消費税に

ついて未納税額のない旨の証明書（様

式その３の３）（写し可） 

 

②個人の場合 

所得税と消費税及び地方消費税に

ついて未納税額のない旨の証明書（様

式その３の２）（写し可） 

・左記のいずれの税目についても、本店所在地

を管轄する税務署で発行されたもの（「消費税及

び地方消費税について未納税額がない旨の証明

書」は、免税事業者も発行されます。）。 

 

※審査基準日(令和４年１１月１日)以後申請日

までの間に発行されたものに限ります。 

※新型コロナウイルス感染症等に係る納税猶予

を受けている場合は、納税証明書（様式その１）

を提出してください。 

※電子納税証明書（ＰＤＦファイル）をプリン

トアウトしたものも受付可とします。 

９ ○ ○ △ 
①法人の場合 

営業証明書（写し可） 

・営業証明書の交付に係るお問合せ先 

財政局納税課検収証明係・市役所２階１６番窓

口（TEL087-839-2222） 

 

※契約受任先が高松市外であっても、高松市内

に事務所・事業所（店舗等を含む。）を有する場

合は提出が必要です。 

※令和４年９月１日以降に発行されたものに限

ります。 
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書
類
番
号 

市
内
企
業 

準
市
内
企
業 

市
外
企
業 

提 出 書 類 注 意 事 項 

○ × × 

②個人の場合 

住民票（写し可） 

(住民票の住所が引き続き１年以上高

松市内である場合に限る。) 

※「引き続き１年」を満たさない場合、

令和４年１月１日時点で住民票の住

所が高松市内であることを証する書

類（令和４年度の市・県民税課税証明

書等）を提出することができるとき

は、当該書類も提出してください。 

・住民票についてのお問合せ先 

市民政策局市民課（TEL087-839-2282） 

 

※本籍地、続柄及びマイナンバーの記載は不要

です。 

※令和４年９月１日以降に発行されたものに限

ります。 

10 ○ ○ ○ 
経営規模等評価結果通知書・総合評定

値通知書の写し 

・左記の通知書が申請時に間に合わない場合、

許可行政庁等の審査済印のある、経営規模等評

価申請書・総合評定値請求書、工事種類別完成

工事高、技術職員名簿、その他の審査項目（社

会性等）及び経営状況分析結果通知書の各写し

を提出し、経営規模等評価結果通知書・総合評

定値通知書が交付され次第、直ちに追加提出し

てください。この場合において、令和４年１２月 

３１日までに下記の審査基準日の経営事項審査

を受審の上、その結果通知書等を令和５年１月３１

日午後５時までに提出できるものは仮受付とし

ますが、提出されない場合は、仮受付は無効と

なります。 

 

※審査基準日が令和３年８月１日から令和４年 

７月３１日までの間のもの（この期間中に審査

基準日が２以上あるときは、最新のもの）を提

出してください。 

11 ○ ○ × 

 

 

技術職員名簿（経営規模等評価申請

書・総合評定値請求書の別紙二）の写

し 

 

 

 

９ 
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書
類
番
号 

市
内
企
業 

準
市
内
企
業 

市
外
企
業 

提 出 書 類 注 意 事 項 

12 ○ ○ ○ 
貸借対照表（様式第１５号、個人事業

者は様式第１８号）の写し 

 

・許可行政庁等の審査済印のある直近のもの。 

（貸借対照表に審査済印が押されていない場合

は、同時に提出された書類で審査済印が押され

ているページの写しも提出してください。） 

・許可行政庁等の審査済印が押されていないも

のを提出の場合は、許可行政庁等の審査を受け

たものとみなします。 

 

13 ○ ○ × 営業所の写真 

 

・高松市内の営業所（本店を含む。）を、｢写真

撮影の留意点｣に従って撮影し提出してくださ

い。 

 

※令和４年９月１日以降に撮影されたものに限

ります。 

 

 


